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概要 

 2021 年の都区部人口は前年比 4.2 万人、0.4％の減少。千代田区・中

央・台東・墨田など 5 区で増加し、18 区で減少した。 

 都区部においては、2021 年は 14,828 人の転出超過となった。コロナ

前から都下と埼玉県に対しては転出超過であったが、2020年から千葉

県、神奈川県に対しても転出超過。2021 年は茨城県、山梨県、長野県

に対しても転出超過となった。 

 都区部からの転出者数の 6割超が都下と 3県への転出であり、子育て

世代の転出超過が目立つ。コロナ下の出社抑制やテレワーク推進によ

り、住居の選択基準において、通勤のしやすさの優先度が低下し、在

宅勤務があることを前提にすまいの広さや間取り、子育て環境などの

周辺環境がより重視されるようになった。 

 都心から 30～40km 圏の郊外を中心に転入超過の拡大がみられる。

「テレワーク移住」といわれる東京都心を脱した人の多くは 60～90 分

程度の時間距離圏に移っていったと推測される。コロナ感染拡大当初

はテレワークの実施率が緊急避難的に高くなったが、最近の実施率が

低下してきたことを示すデータもあり（効率性な運用が可能な企業や職

種の実施に絞られてきた）、テレワーク移住はピークを過ぎた可能性が

ある。 

 コロナ下で東京都の就業者数の伸びが止まり、多くの就業機会が失わ

れたとみられる。東京からの転出が失業や収入低下に起因している

ケースも考えられ、雇用状況の回復がなければ、こうした層が東京に回

帰することは考えにくい。 
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1．総人口の動き 

2020 年初めから世界で拡がり

始めた新型コロナウイルス感染に

よって、人々の移動が影響を受け、

短期的には移動の抑制、中長期的

には生活様式や働き方、学び方な

どの変容、すなわち社会・経済活動

におけるニューノーマルの浸透が

人口に影響を与えると考えられる。 

日本の総人口は少子高齢化で自

然減（死亡数＞出生数）による減少

フェーズに入っているが、社会増

（この場合は国外からの流入超過）

がコロナ前までは増加傾向にあり、

人口減少のペースはある程度緩和

されていた。 

2015 年以降の総人口は前年比

0.1％前後の減少率で推移し、2019

年は同-0.15％の減少であったが、

2020 年は同-0.32％で減少幅が拡

大した（各年 10月 1日現在の国勢

調査や人口推計に基づく人口）。 

2020年は水際対策で、外国人の

入国が規制されるなどしたため、

留学生や駐在員などが入国できず

社会増減（入国者数－出国者数）は

前年比 80％減少して 4.2万人にと

どまった［図表 1］。 

2021 年に入っても多くの月で

国外への流出超過となっており、

総人口は単調減少が続いた［図表

2］。 

在留外国人統計による2021年6

月末の在留外国人数は、2,823,565

人で、コロナ前の 2020年 12月末

に比べ 63,551 人（2.2％）減少し

た。在留資格別では「技能実習」が

354,104 人で前年末から 6.4％減、

「留学」が 227,844人で同 18.9％

減で減少率が高い（一部の技能実

習や特定活動等の在留資格では増

加もある）。 

コロナ前は宿泊や観光、免税店

などの小売店といったインバウン

ド観光客向けの産業に従事してい

た外国人労働者の中には、コロナ

下で職を失ったり生活が厳しく

なったために帰国を余儀なくされ

たり、感染防止のため外国人の新

たな入国が制限された結果、社会

増が抑制されて日本の総人口の減

少ペースが上がったと考えられる。 

 

[図表 1］総人口の推移（年間）                [図表 2］総人口と社会増減の推移（月別） 

  

※両図とも 2016 年～2020 年 10 月以前は国勢調査結果による補間補正人口 

図表 1、2 のデータ出所：総務省「人口推計」  
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2．東京圏の人口の動き 

1 都 3 県（東京圏）の人口推移

（各年 10月 1日時点の推計人口）

は、各都県ともコロナ前の増加ト

レンドから 2021 年は減少に転じ

ている。 

減少率は、東京都が-0.26％、千

葉県が-0.14％で比較的大きく、埼

玉県と神奈川県は-0.05％前後の

微減にとどまった［図表 3、4］。 

東京都の人口推移を都区部と都

下（市部・郡部。島嶼部は除く）に

区分すると、2021年の東京都の人

口減少は都区部における減少によ

るものとわかる。都下は従前より

増加幅は縮小したものの増加を続

けた（ただし郡部は数百人の水準

で減少が続いている）［図表 5］。 

また、都区部において日本人と

外国人に区分して（日本人と外国

人の人口は住民基本台帳人口によ

るもので、推計人口とは一致しな

い）増減をみると、外国人は 2020

年末から 21 年初めにかけては増

加の局面もあったが、減少基調に

あり、20年中は 2.9万人、21年中

は 2.6万人減少した。一方、日本人

は増減の波があるが、20年中は3.1

万人の増加、21年中は 2.3万人の

減少で、外国人の方が減少数が多

い［図表 6］。 

以上より、東京都における人口

減少は、都区部在住の外国人の減

少が強く影響したといえる。 

千葉県では 21 年中に 4 千人を

超える外国人が減少した（千葉県

毎月常住人口調査）。同県は 2019

～20年は日本人人口が減少し、こ

れを上回る外国人の増加で県人口

が増加しており、21年は外国人が

減少し県人口も減少した（埼玉県、

神奈川県は外国人人口の動向が執

筆時点で把握できないため割愛）。 

 

[図表 3］1 都 3 県の人口の推移                 [図表 4］総人口と社会増減の推移（月別） 

  
データ出所：各都県の「推計人口（人口統計調査）」           データ出所：各都県の「推計人口（人口統計調査）」  

 

[図表 5］東京都区部・都下の人口推移             [図表 6］東京都区部の日本人・外国人人口推移 

  
データ出所：東京都「推計人口」        データ出所：東京都「住民基本台帳による世帯と人口」  
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3．東京圏の社会増減 

下図［図表 7］は、総務省「住民

基本台帳人口移動報告」に基づく、

2019 年以降の東京圏の各市区町

村の転入超過数を示している。コ

ロナ下で特に都区部において転出

超過（下図中の青系色）が増加し、

3県の東京都に隣接、あるいは都心

から 30～40km圏の市区町村を中

心に転入超過（下図中赤系色）と

なったエリアが増加あるいは増加

のランクが上がっている。 

東京圏の市区町村 242（政令指

定都市は区単位。東京都の島嶼部

を除く）において、転入超過となっ

たのは 2019年の 151から、20年

は 160、21 年は 168 に増加した。 

2021 年の転入超過数が最大と

なったのは藤沢市の 4,554 人で流

山市や柏市、八王子市が 3 千人台

後半で続いた。コロナ前に転入超

過数が多かったのは世田谷区や練

馬区、品川区などの都区部の人口

集中エリアであったが、コロナ下

では都下や 3 県の郊外部が取って

代わり、藤沢市と八王子市は 2019

年比で大きく増加した。転出超過

数が最大となったのは、江戸川区

の 3,481 人で、以下、目黒区、豊

島区など第 8 位まで都区部が占め、

コロナ以前にも転出超過の上位に

あった八街市、成田市が続いた（新

宿区はコロナ以前より外国人の流

出による転出超過が続いた）。 

2021 年に転出超過に転じた都

区部エリアにおいて、外国人の転

出超過数が日本人を上回るのは新

宿区や中野区等で、世田谷区や大

田区といった城西・城南エリアの

区部及び江戸川区では日本人の転

出超過数が上回っている（転入・転

出については日本国内の移動を対

象にしており、直接国外への転出・

転入の移動は含まれない）。 

 

[図表 7］市区町村別転入超過の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」  
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4．都区部からの転出の状況 

都下と 3 県は都区部からの転入

超過が急増し、千葉県と神奈川県

はコロナ前の都区部への転出超過

から転入超過に転じた［図表 8］。

同じく北関東 3 県や山梨県、長野

県、静岡県は転出超過の減少やわ

ずかながら転入超過となっており、

これらの県から都区部へ移動した

人が減っただけでなく、都区部か

ら移動してきた人もコロナ前に比

べ増加している。 

都下及び 3 県において都区部か

らの転入超過が増えた状況と、前

述の都心から 30～40km圏内市区

町村の転入超過の状況を重ねると、

都区部からの転入者がこれら郊外

部で一定の割合を占めたと推測さ

れる。また、男女・年齢階層別に東

京都区部の移動状況をみると、15

歳未満と 30～40 代の転出超過が

コロナ下で増加しており、子育て

世帯の転出が増加したと考えられ

る。都区部への移動は進学や就職

などを機に 15歳から 34歳までの

層は転入超過であったが、コロナ

下で 20 歳代の転入超過数は減少、

30～34 歳の層は転出超過となっ

た。また、20歳代の転入超過の減

少幅は女性の方が男性よりも大き

くなった［図表 9］。

 

[図表 8］東京都区部から近県への転入超過数の状況 

 
データ出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

[図表 9］都区部の男女・年齢階層別転入超過数の推移 

  
データ出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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企業等においてコロナ下の出社

抑制のためにテレワーク（在宅勤

務や住居近くのサテライトオフィ

スでの勤務）が急速に普及したこ

とを背景に、住居選択に当たって、

通勤のしやすさの優先度が低下し、

在宅勤務のある暮らしや住環境を

優先した「テレワーク移住」によっ

て、都区部から郊外への転出が加

速したと考えられる。 

テレワークは新型コロナの感染

拡大当初の緊急避難的な措置から、

オフィスのあり方や働き方の見直

しの一環で恒常的な制度へと移り

つつある。今後、テレワークに適し

た環境や仕組みを構築した企業等

において、テレワークに適した業

務を担当する人を中心に実施され

ていくとみられ、最近の調査では

従業者ベースでテレワーク実施率

が低下している結果も出ている。

ワクチン接種の普及や医療体制の

強化を背景に、テレワークを縮小

してオフィスワークに回帰する動

きもあり、テレワーク移住はピー

クを過ぎた可能性がある。 

一方、コロナ下で収益が悪化し

た業界では、営業の縮小や停止、倒

産が多く発生した結果、所得の減

少や失業、就業機会の減少によっ

て人口移動に影響を与えたと考え

られる。東京都では就業者数の伸

びがコロナ下で鈍化し、特にそれ

まで高い伸び率を示していた女性

の就業機会がコロナ下で大量に失

われた可能性がある［図表 10］。業

種別にみると、東京都では飲食業

や宿泊業、生活関連サービス業な

どの就業者数が減少したことを示

すデータもあり、都区部ではこう

した業種の集積度が高く、就業機

会の減少も都区部からの転出理由

として一定程度を占めていたと考

えられる［図表 11］。今後、ポスト

コロナ時代に徐々に日常を取り戻

し、こうした業種の業績が回復し

ていくことで、再び人口が都心へ

回帰することも想定される。 

 

[図表 10] 東京都の就業者数の推移 

 

データ出所：総務省・東京都「労働力調査」 

 

[図表 11］東京都の産業別就業者数の増減（2021/3Q と 2019/3Q の比較） 

  

データ出所：総務省・東京都「労働力調査」 
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※図表 10 と 11 で使用した総務省「労働力調査」の東

京都集計分は都道府県ごとの標本設計は行って

おらず、また標本規模も小さいことから全国結果に

比べて誤差が大きくなる可能性がある。 
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総合研究所は、本書内容に関して、第三者の著作権、商標権その他いかなる権利も許諾するものではありません。本書内容を不法な目的

のために、または不法な方法で使用することを禁じます。 

 都市未来総合研究所およびその取締役、執行役員、従業員、株主（以下、総称して「都市未来総合研究所関係者」）はいずれも、本書

内容に関して、その正確性、完全性、適時性および利用可能性について保証いたしません。都市未来総合研究所関係者はいずれも、原

因に関わらず（過失その他のいかなる理由によるものであっても）、本書内容の誤謬や脱漏に対して一切責任を負わず、本書内容を利用

したことにより得られた結果に対して一切の責任を負いません。損害が生じる可能性について事前に報告を受けていた場合を含むいかな

る場合においても、都市未来総合研究所関係者は、本書内容の利用に関連する直接的、間接的、付随的、派生的な損害または損失（実

損失、逸失利益または機会費用、過失によって生じた損失等を含むが、これらに限定されません。）、経費、費用等に対して、いかなる者に

対しても一切責任を負いません。 

 本書内容における分析、評価および見解は、それらを作成した時点の執筆者の意見を示すものであって、必ずしも事実を記述したもの

ではありません。本書内容には、意図したかどうかに関わらず、執筆者をはじめとする都市未来総合研究所関係者の主観や特定のバイア

ス、期待または誘導が含まれている可能性があります。本書内容における都市未来総合研究所の意見、分析、評価および見解は、実物不

動産または有価証券の購入、保有もしくは売却の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。 

 都市未来総合研究所は、本書内容について、公表後に更新または訂正する義務を負いません。都市未来総合研究所は、信頼に足ると

判断した情報源から情報を入手してはいますが、入手したいかなる情報についても鑑査はせず、その正確性、完全性、適時性および利用

可能性について検証は行っていません。 
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